
みなさん、ご存じですか？ 

２０２７年末までにすべての一般照明用蛍光ランプについての製造・輸出入が禁止

されます。今後、ＬＥＤ照明への切り替えがさらに加速すると予想されますが、交換方

法を誤ると火災の原因にもなり大変危険です。 

 

■ ＬＥＤ照明への切り替え・２つの方法 

① 照明器具ごと交換する方法（推奨） 

・器具自体を新しくするため、安全性・省エネ性能ともに高くなります。 

② 既設の照明器具はそのままで蛍光ランプのみを交換する方法 

・手軽ですが、器具とランプの組み合わせを誤ると火災や破損事故を招く恐れが

あります。 

 

■ 事故を防ぐための３つのポイント 

ご自身でランプ交換を行う際は、次の点にご注意ください。 

① 器具の点灯方式に合った LED ランプを選ぶ 

・蛍光灯には「スタータ型」「ラビットスタート型」「インバータ型」などがあり、不一

致は異常発熱や発火の原因となります。 

② パッケージ・説明書を確認する。 

・対応器具や注意事項を必ず確認してください。 

③ 点灯後の状態を確認する。 

・交換直後だけでなく、チラつきや異音がないか確認してください。 

 

■ 古い器具をそのまま使い続けるリスク 

『ＬＥＤランプに交換すれば、ずっと使える』は間違いです。 

既存の器具をそのまま使う場合、外観に異常がなくても内部の電気部品が劣化し、

発煙・発火につながるおそれがあります。 

交換の目安は10 年です 

設置から１０年を超えている場合は、安全のため器具ごと 

ＬＥＤ照明への交換を検討しましょう。 

 

～２０２７年末で蛍光ランプの製造・輸出入が禁止されます～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：独立行政法人 製品評価技術基盤機構 
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